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小田原市地域防災計画の改定に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市地域防災計画の改定 

政策等の案の公表の日 令和６年（2024年）３月15日（金） 

意見提出期間 
令和６年（2024年）３月15日（金）から 

令和６年（2024年）４月15日（月）まで 

市民への周知方法 
意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、

防災対策課窓口） 

 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） 59件（４人） 

 インターネット ４人 

 ファクシミリ ０人 

 郵送 ０人 

 直接持参 ０人 
 

無効な意見提出 ０人 

 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、

次のとおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ６件 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ３件 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの 27件 

Ｄ その他（質問など） 23件 
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４ 意見に対する考え方 

（１）第１編 地震災害対策計画に関すること 

意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

１ P32 

１土砂災害に関する情報の収集及

び伝達 

追加の文章の最後に“周辺の住民

に土砂災害の警報を周知します。”

とありますが、説明不足で周知さ

れた住民の行動（どうすべきか）

も記載すべき。 

この警報と行政が発令する避難情

報の関連はどうなっていますか。 

Ｄ 土砂災害警戒区域に設置しセンサー

は、玉川で発生した土石流を感知し

た際に、下流域の住民に避難を促す

ものです。状況により必ずしもその

時点で発令している避難情報と一致

していない場合もあります。 

２ P33 

上水道 

追加の文章の最後に“適切に維持

管理に務めます“とありますが、

広域避難所の施設管理者が管理す

るのでその旨記載が必要。（施設管

理者の了解も必要） 

Ｄ 広域避難所等に設置している飲料水

兼用耐震性貯槽は市で適切に管理し

ており、管路及び施設管理者は市長

になります。 

３ P36 

第２ 既存建築物の耐震性の強化 

旧耐震の時期を正確に記載するよ

うに下記のとおり変更。 

昭和56年５月31日以前に建築確認

をすませて建築された建築物につ

いて、 

Ｂ 「昭和56年以前に」との記載があり

ます。 

４ P37 

エ 追加の文章を明確にするため

に下記のように追加。 

積極的に促進するとともに、旧耐

震の住宅の除却工事費についても

支援します。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

５ P37 

６ 空き家対策 

一部文章を変更。 

空き家の仕舞いを促進するととも

に利活用を促進して空き家の削減

に努めます。 

空き家の予防及び適正管理という

のは意味不明。 

Ｄ 「小田原市空家等対策計画」にて、

空き家等の増加抑制として同様の表

現をしています。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

６ P37 

空き家について、空き家対策推進

措置法の特定空き家、管理不全空

き家について防災の観点から指定

し、対策の勧告をするなど特別に

管理することを要望する。 

Ｃ ご意見として承ります。 

７ P40 

防災拠点等について、市内にある

（一夜城駐車場、多分、などの）公

設、民間の浄化槽トイレについて

把握し、地上設置は免震、地下埋

設は耐震を確認、補強し、浄化機

能保全のために付近の湧き水や雨

水タンクなど確保し、また太陽光、

EV利用可のブロワー等整備するこ

とを要望する。 

Ｃ ご意見として承ります。 

８ P43 

イ 次の文言を削除（飲料用でなく

消防水利の整備のため）。 

地震時におけるの次の“飲料水及

び”削除 

Ｄ 耐震性貯水槽は、消防水利だけでは

なく、飲料水兼用であるため反映い

たしません。 

９ P46 

第２ １ 

耐震性貯水槽の前に飲料水兼用を

追加（名称の表現統一のため） 

Ａ ご意見を反映し「飲料水兼用耐震性

貯水槽」に修正いたします。 

10 P48 

１ 応急仮設住宅の建設は県が行

うと記載されています。市はデー

タの更新をするというのはどんな

意味でしょうか。関係団体との協

議を深めというのも意味不明。 

Ｄ 市の役割として、応急仮設住宅の建

設候補地について最新の情報を把握

するとともに、平時から災害時協定

を結んでいる小田原市建築事業協同

組合などの関係団体と連携を密に

し、災害時に備えるものです。 

11 P48 

２ 空き室の把握 

“あらかじめ体制を整備します”

とありますが、整備されているな

ら“把握に務め”でなく“把握し”

に変更必要。もしくは、あらかじ

めを削除する。 

Ｄ 大きな齟齬はないため反映いたしま

せん。 

ご意見として承ります。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

12 P48 

１タイトルを“応急仮設住宅の確

保及び住宅の応急修理”に変更 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

13 P48 

２タイトルを“みなし仮設住宅”

に変更。“災害時に迅速に”の後に

“みなし仮設住宅として”を挿入。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

14 P49 

２ 次の様に変更。 

必要に応じて国や県から 

Ｃ 現時点において、国から明確な支援

が示されていないため、今後交付金

などの具体的な支援策が示されるか

注視してまいります。 

15 P49 

第２ ２の追加分の変更。 

デジタル技術の活用を“検討しま

す”を“進めます”に変更。検討す

るという表現は実効しないケース

が多いので。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

16 P53 

４ 間仕切用テント、間仕切用パー

ティションは備蓄計画に記載され

ていませんが確保できますか。予

算に制限があるため記載されてい

ないと確保できないのでは。 

Ｄ 

 

小田原市災害時備蓄計画の重要品目

に位置づけております。 

17 P61 

１ 上水道 追加 

災害拠点病院のつぎに“・災害協

力病院”を追加。 

Ｄ 重要給水施設として災害拠点病院や

広域避難所の応急復旧の優先順位が

高いことから、限定列挙としたもの

です。 

18 P64 

第１ 追加の文章に関して 

地区防災計画の提出プロセスがは

っきりしていないので、この文章

は削除すべき。 

まずは、全体のプロセスをきめて

住民に提示してください。 

素案の提出先、素案を審議する委

員会、その後防災会議の承認をえ

る必要があります。 

Ｄ 災害対策基本法の規定に基づく、市

町村防災会議への素案提案や地域防

災計画への位置付けに係る記述がな

かったことから、明記することとし

たものです。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

19 P67 

４  

“大規模な地震発生後”を“大規

模な災害”に変更。 

Ｄ Ｐ67は第１編地震災害対策計画のた

め、地震に限り記載しています。 

20 P67 

追加した文章は不要です。 

市と社協の役割分担は、資機材の

備蓄とボランティアの受け入れ分

担です。 

資機材はVC運営に必要な資に関し

て行政が備蓄し、ボランティアの

活動に必要な資機材は社協が備

蓄。行政は専門ボランティアの受

け入れ、VCは一般ボランティアの

受け入れをします。 

次の文章を追加してください。 

災害ボランティアセンターは効率

的な運営を進めるため、IT化を推

進します。 

昨年10月大井町で開催されたビッ

クレスキューの災害ボランティア

センターの訓練もITベースで実施

されています。神奈川の各地の社

協のボランティアセンターもIT化

が進められてます。 

Ｃ 市と関係機関の役割分担及び災害ボ

ランティアセンターの設置箇所につ

いてあらかじめ明確化することとし

た国防災基本計画の改正を踏まえ本

市でもこれに対応するため改正する

こととしたものです。 

IT化の推進につきましては訓練を実

施し、運用方法を検討している段階

であるため、今回反映しておりませ

んが、今後の参考とさせていただき

ます。 

21 P67 

５ 国庫負担の記載方法に注意が

必要です。（省くことをお勧めしま

す） 

例えば、関西の社協の方が小田原

に出張してVCの運営の支援しても

らった時は国庫負担（日当・交通

費）です。小田原の社協の方が残

業した場合も国庫負担です。 

（ただし、時間内に終るよう運営

します）。当然、ボランティアへの

費用は出ません。 

Ｃ 今後の参考とさせていただ 

きます。 

22 

 
P77 

第２ １ 

“南海トラフ地震臨時情報（調査

中）又は“は削除。 

非常時準備体制を取るだけではあ

りませんか。 

Ｄ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）

の発表は、気象庁においてマグニチ

ュード6.8以上の地震等の異常な現

象を観測した後に行われるもので、

これを災害対策本部の設置基準に見

直したものです。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

23 P79 

５ 動員計画 

震度５強以上の地震で動員されま

すが、P77の災害対策本部の設置は

震度５弱です  

P182 第2節は震度5強 

Ｄ 77頁の災害対策本部設置基準は震度

５弱以上（動員１号）です。79頁は

職員全員が参集する動員３号の基準

なので震度５強です。182頁は震度５

強以上で応急活動対策を実施しま

す。 

24 P80 

２に追加。 

市民通報アプリ“おだわら忍報”

を利用して情報収取もします。 

Ｄ 市民からの情報提供手段についての

記載ではないため反映いたしませ

ん。 

ご意見として承ります。 

25 P83広報とP237伝達について、スマ

ートポールとデジタルサイネージ

の活用を要望する。 

Ｃ 

 

ご意見として承ります。 

 

26 P102 

市営住宅等の空き室の活用 

民間アパートの空き室利用はなぜ

削除されたのでしょうか。必要で

す。 

Ｂ 民間アパートの空き室については、

神奈川県の情報提供をもとに活用し

ていきます。 



 

 

7 
 

27 P102 

神奈川県応急住宅マニュアルに

は、特に既存ストックの活用を重

視とは記載されておりません。ま

た、県の公営住宅の空き室利用は

目的外使用のため災害救助法の適

用外のため、県へ適用の特例を申

請すること。 

県は、大規模災害の発生により本

市に災害救助法を適用した場合、

法で定められた期間内に当該災害

で住居に被害を受け、現に救助を

必要とする者に対し、応急仮設住

宅の供与を行います。 応急仮設住

宅には、建設し供給するもの（建

設型応急住宅）と民間賃貸住宅を

借上げて供給するもの（賃貸型応

急住宅）があり、被災者への応急

的住いを早期に提供するようにし

ます。なお、建設型応急住宅用の

土地もあらかじめ確保するように

努めます。 

また、応急修理に関しては相談体

制の整備、修理業者の周知等の支

援による住宅の応急修理を推進し

ます。 

＊建設型応急住宅用の住居確保数

（神奈川県西部地震想定被害） 

仮設住宅必要数：9,900戸 

3,860戸（全壊）＋6,000戸（半壊

12,000 戸の 50％が再建を希望し

た場合） 

建設型仮設住宅：3,300戸（30％と

想定） 

＊（注意）賃貸型応急住宅の問題 

―被災者の支援をどうするか。分

散しているので、NPO支援不可（個

人情報） 

Ｄ 神奈川県応急住宅マニュアルにおい

て、応急仮設住宅の供給の前提とな

る考え方として「借上仮設を有効に

活用すべき」「既存の民間賃貸住宅ス

トックを活用する「賃貸型応急住宅」

の供与を積極的に行う」と記載して

おります。 

反映はしませんが、ご意見として承

ります。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

―単身高齢者の見守り（孤独死を

防ぐ） 

―コミュニティが配慮されない 

―市の情報提供方法（災害公営住

宅への移行のため） 

28 

 

P102 

第６ １（１）に追加 

全壊の後に“・半壊”と追加。 

半壊も解体が認められたら対象に

なる。 

なお、現在は住居修理する被災者

も修理完了するまで仮設入居が認

められます。 

Ａ いただいたご意見を参考に計画を修

正します。 

災害救助法では明確に準半壊の場合

も入居できる記述はありません。過

去の災害の例では、災害救助法を弾

力運用する通知が国から発出された

ことにより、準半壊等も入居が認め

られる場合もあることから、「なお、

特定の災害について災害救助法の弾

力運用等に係る国からの通知があっ

た場合は、それに応じた措置を講じ

ます。」を追加いたします 

29 P102 

第６ ２ 追加分の変更 

民間賃貸住宅を“耐震化されて安

全の確認が取れた民間賃貸住宅”

に変更。 

Ｄ ご意見として承ります。 

（民間賃貸住宅について、耐震化と

安全の確認を担保するのは困難であ

ると考えます） 

30 P102 

第６ ３（２）に追加 

ただし、“特定非常災害の場合は、

被害者の権利保全のため１年間ず

つ延長可能” 

Ａ いただいたご意見を参考に、「ただ

し、特定非常災害の認定を受けた場

合には、期間延長する場合がありま

す。」に修正いたします。 

 

31 P102市営住宅空き家について 実

態調査を行い、現実的に利用可能

か確認し、そうでない場合には防

災の一環での整備を要望する。 

Ｃ ご意見として承ります。 

32 P103 

第６ ４（１） 

“住宅が半壊”を“住宅が準半壊

以上”に変更。 

又は大規模以降の文章を簡単に

“修理しなければ居住できない

者”に変更。 

大規模な補修なら半壊以上になり

ます。 

Ａ いただいたご意見を参考に、災害救

助法による被災した住宅の応急修理

に係る内容の改正に伴い「災害のた

め住家が半壊、半焼若しくはこれら

に準ずる程度の損傷を受け、自らの

資力では応急修理をすることができ

ない者又は大規模な補修を行わなけ

れば居住することが困難である程度

に住家が半壊した者。」に修正いたし

ます。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

33 P103 

第６ ５（２） 除去の範囲を次の

ように変更。 

“応急修理に限ります”を“除去

に限ります”に変更。 

Ａ ご意見を反映し「障害物の除去に限

ります。」に修正いたします。 

34 P107 

第１ 保険衛生 最後に追加。 

４ 災害関連死対策 

大災害のあと、生活環境の悪化や

ストレスが原因でなくなる災害関

連死が増えます。避難所に段ボー

ルベット、マンホールトイレなど

を設置し、簡易台所では偏った食

事をつくり栄養不足による循環器

系疾患を防ぎます。 

なお、段ボールベットは呼吸器系

疾患を減らし、マンホールトイレ

は水分摂取を控える脱水症状を減

らし誤嚥性肺炎も減らします。 

また、避難所外の高齢の避難者や

基礎疾患のある避難者などを随時

見守ります。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

35 P108 

第２（３）ア 

全文の意味がよくわかりませんの

で、変更が必要です。 

“解体撤去に国庫補助が認められ

る場合は、市は住民に告知する。

解体を希望する所有者からの申請

に基づき審査した後、解体業者と

直接契約してもらいます。仮置場

の場所や分別して運搬するなどの

注意事項を記載した書類を申請者

に渡す“ 

＊住居解体の費用は災害救助法の

適用外で環境省所管です。 

Ｄ ご意見として承ります。 

36 P108 

第２（３）イ 

解体時に分別して仮置場に運搬が

必要なので変更する必要がある。 

“市は住居解体した時の搬入用仮

置場を決め分別方法等の注意事項

を明記した書類を作成し、解体申

請した被災者に渡せるように用意

する“ 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

37 P108 

第２（３）ウ 

現在、仮置場は決まっていません

ので削除すべき。 

または“確保するよう努めます”

という表現になる。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

38 P112 

調達供給などについて アマゾン

など大規模倉庫に水、缶詰、キャ

ンプ用品、トイレタリーなどスト

ックがあれば協定を結び、発災を

トリガーにして一定数量の品目の

買取りを行い、以降、市作成のマ

ニュアルに従って拠出と分配を行

うことを要望する。 

Ｃ ご意見として承ります。 

39 P112 

４ 食料の輸送 

追加した文章の最後の“被災者に

も考慮します”を“被災者にも配

布します”に変更。 

考慮するのではなく実行が必要。 

Ｄ ご意見として承ります。 

40 P114 

生活必需品について 乾電池だけ

でなく、スマホやパソコンへの接

続ケーブルのついたポータブル蓄

電器（充電済み）やポータブル太

陽光発電器、蓄電機能付きV2H機

器、加えてPHV向けのガソリンを加

えることを要望します。 

Ｃ ご意見として承ります。 

41 P142 

第２節 

“震災復興対策”を“災害復興対

策”に変更。 

また、平時から以降を次のように

変更。 

また、平時から災害が発生した際

のことを想定した事前復興計画を

作成し、大震災や気候変動により

激甚化・頻発化する風水害に対し、

迅速な復旧、復興が成し遂げられ

る災害に強いまちを目指します。 

なお、提案の追加分はそのまま追

加してください。 

Ｄ ご意見として承ります。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

42 P142 

第２ 人的資源 

“被災職員による”を“被災職員

の”に変更。 

Ｄ ご意見として承ります。 

43 P143 

（２）イ 

死亡者数とありますが、震災死亡

者数ではありませんか。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

 

44 P143 

(２）エ 

被災者全般に聞くのでなく、半壊

以上の被災者とすべき 

半壊の家屋を解体すれば恒久受託

入居の資格者になる仮設住宅入居

の意向調査も必要です。 

Ｄ 半壊以上の被災者以外でも住宅の再

建や恒久住宅への入居を希望される

可能性があるため、修正いたしませ

ん。 

45 P143 

２（２）イ 

死亡者数を“災害時死亡者数”に

変更する。 

下記文章も追加する。 

“震災関連死も把握する” 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

46 P143 

２（２）エ 

住宅再建に関する意向把握の住宅

再建の後に“等”を追加する。 

内容は下記の様に変更 

“市は恒久的な住宅の必要数を把

握するため、被災者に対して住宅

を再建する意向、災害公営住宅へ

の入居希望について確認します。

“ 

Ｄ 「住宅を再建する意向等」となって

おり、この等の中にご指摘の点も含

まれていると考えます。 

47 P144 

第１ ３の次に追加 

４ 被災者台帳の作成 

災害で被災した者のデーターベー

スを作成する。 

被災状況や相談・支援に関する情

報を記録し、生活再建の支援につ

なげる。 

＊能登半島地震も内閣府から県外

避難者の支援のために整備するよ

う通達。 

この項目はこの章でなく別の章で

も構いませんが無視は困ります。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

48 P146 

第４ ６ 

また、公営住宅の入居以降を削除

し次の文章を追加する 

災害公営住宅は、災害により住宅

を失い、自ら住宅を確保すること

が困難な者に対して安定した生活

を確保してもらうために、国の助

成を受けて整備する低廉の公営住

宅です。 

災害公営住宅は、直接建設方式（小

田原市が直接建設する）、買取り方

式（民間事業者等が建設した住宅

を小田原市が災害公営住宅として

買取る）、借上げ方式（民間事業者

が建設した住宅を小田原市が災害

公営住宅として一定期間借り上げ

る）などの方法があります。なお、

国土交通省の了解のもと既存の公

営住宅や民間の賃貸住宅も災害公

営住宅として供与します。 

なお、入居資格・期間・家賃は別途

規定があります。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

49 P147 

災害廃棄物等 

“必要な措置をいたします”を必

要な手続きをいたします“に変更。 

関係機関とは環境省のことで、補

助が認められても解体のための条

件があります。 

罹災証明が半壊以上で、自力で解

体できない人が対象等。 

過去の災害で、環境省からの通達

確認漏れで被災者の不利益が生じ

たので要注意。 

納屋・倉庫も対象となり、被災者

が直接解体業者に手配する。（災害

救助法対象外） 

Ｄ あくまでも家屋等の解体は、原則と

して所有者が行うために市が必要な

措置を講じることとなるため、修正

いたしません。 

50 P148 

第７ １ 

最後の文章を“総合的に対応でき

る窓口の体制を作ります”に変更

する。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

51 P149 

第７ １（１） 

“その生活基盤に著しい”を“住

居”に変更。 

Ｄ 住居以外への支援の可能性もあるた

め変更いたしません。 

52 P149 

第７ １（６）エ 

事前対策（罹災証明）に記載され

ている“被害査定”という表現は

“被害認定”すべきです。 

Ａ いただいたご意見を参考に、「家屋の

全壊・半壊に対する義援金の配分は、

家屋の被害認定調査に基づきます

が、その証明内容により被災者支援

の内容も異なることから、調査漏れ

や調査の追加等による混乱が生じな

いよう、市は、被害認定調査業務に

係る実施体制の確保に向け、平時か

ら、専門的な知識及び経験を有する

職員の育成等に努めます。」に修正い

たします。 

53 P149 

第７ １（７） 

（注意）災害時にもらえる義援金

や支援金などは収入にならないの

で注意が必要です。 

未災地では、慣れてないため収入

にカウントし生活保護が停止され

たケースがありました。 

Ｃ ご意見として承ります。 

54 P150 

第７ １（12）の次に追加 

（13） 災害ケースマネジメント

の取組 

毎年のように大規模災害が発生し

ている中、住宅や生活再建が進ま

ず取り残された被災者がおりま

す。被災者一人ひとりに寄り添い、

ＮＰＯ・弁護士・建築士・社協・行

政が連携して取組み支援をする必

要があります。 

被災者支援台帳により、アウトリ

ーチの支援をすすめます。 

＊神奈川県に取り組みを依頼して

おり、昨年の10月内閣府主催の研

修会に参加。 

庁内及び外部の民会団体との連携

が必要なので早めに準備する必要

があります。 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 
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（２）その他 

意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

55 能登半島地震では、被災地に内閣

府から次の通達が出ておりますの

で地域防災計画に追加する必要が

あります。 

―災害関連死の削減 生き残った

生命を守る 

―災害ケースマネジメントの取組 

被災者一人ひとりに寄り添って支

援する 

―被災者支援台帳の整備 広域で

避難する人達を支援する 

Ｃ 今後の参考とさせていただきます。 

56 スーパーに加えてドラッグスト

ア、コンビニ、生協宅配トラック

など小売り流通の在庫についても

協定を結び、平時から店頭にステ

ッカーなどで協定締結店であるこ

とを表示し、発災時の手続きなど

周知しておくことを要望する。 

Ｃ ご意見として承ります。 

57 市役所広場、お城祭りなどイベン

トに出店経験のあるキッチンカー

と協定を結び、EVと食材は市が支

給する前提で、炊き出しを委託で

きるよう要望する。 

Ｃ ご意見として承ります。 

58 市民の非常持ち出し品等の中に歯

ブラシ等の口腔衛生用品が含まれ

ていない。また、義歯を清潔に保

つ衛生用品も含まれていないので

記載して欲しいです。災害関連死

(特に肺炎)を防ぐ為にも記載が必

要と考えます。 

Ｃ ご意見として承ります。 
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意見 

番号 
ご意見 

反映 

区分 
ご意見に対する考え方 

59 ペットも同行可能な緊急時避難施

設の設置を希望します。 

震災などの緊急避難時、近隣の避

難所ではペット同行不可と聞いて

います。 

自宅にペットのみ残すわけにいか

ないため、やむなく緊急時も避難

せず自宅に残る選択となります。 

小田原転入前に住んでいた大田区

では、ペット可能な避難所と不可

の避難所がそれぞれ近い距離にあ

り、アレルギー体質の方はペット

不可の避難所を利用する等の棲み

分けをされてました。 

昨今の地震が起こるたびに、避難

できないことへの不安が募りま

す。ご検討お願いします。 

Ｂ 広域避難所１次避難所は原則ペット

同行避難が可能です。飼い主の方が

躊躇することなく避難できるように

改善に向け引き続き検討します。 

 


